
協議第１０号 

 

学校教育事業の取扱いについて 

 

１  適正就学指導委員会の委員定数及び構成については、稲沢市の制

度に統一する。 

２  中学生対象の集団宿泊活動は稲沢市の制度に統一し、小学生対象

の野外教育活動については各学校に委ねる。 

３  英語指導助手については、平成 17 年度から事業を統一する。 

４  教育振興補助事業については、１市２町の実態を勘案し見直すも

のとする。 

５  私立幼稚園運営費補助については、新市において事業を再編の上

実施する。 

また中島郡祖父江町が実施している幼稚園給食費補助については、

平成 17 年度から廃止する。 

６  私立高等学校授業料補助については、稲沢市の制度に統一する。 

７  学校給食の実施方法については、当面現行のとおりとする。ただ

し共同調理場の中島郡祖父江町及び中島郡平和町の給食費及び献立

については合併時に統一する。 

また、中島郡祖父江町が実施している学校給食費補助金について

は、平成 17 年度から廃止する。 

８  情報教育用設備については、新市において稲沢市と同等の整備水

準となるよう調整する。 



９ 中学生海外派遣事業については、新市において事業を再編の上実

施する。 

平成１６年３月１３日提出 

稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会 

会  長   服  部  幸  道



稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会の調整内容（案） 

 

協定項目 ２５―２４ 学校教育事業の取扱い 

調整の内容 

１ 適正就学指導委員会の委員定数及び構成については、稲沢市の制度に統一する。 

２ 中学生対象の集団宿泊活動は稲沢市の制度に統一し、小学生対象の野外教育活動については各学校に委ねる。 

３ 英語指導助手については、平成 17 年度から事業を統一する。 

４ 教育振興補助事業については、１市２町の実態を勘案し見直すものとする。 

５ 私立幼稚園運営費補助については、新市において事業を再編の上実施する。 

また中島郡祖父江町が実施している幼稚園給食費補助については、平成 17 年度から廃止する。 

６ 私立高等学校授業料補助については、稲沢市の制度に統一する。 

７ 学校給食の実施方法については、当面現行のとおりとする。ただし共同調理場の中島郡祖父江町及び中島郡平

和町の給食費及び献立については合併時に統一する。 

また、中島郡祖父江町が実施している学校給食費補助金については、平成 17 年度から廃止する。 

８ 情報教育用設備については、新市において稲沢市と同等の整備水準となるよう調整する。 

９ 中学生海外派遣事業については、新市において事業を再編の上実施する。 



【現況】 

項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

適正就学指

導委員会 

委員数 10 名 

 医師２名 

一宮保健所稲沢支所長 

児相所長 

養護学校長 

校長会長 

指導保育士 

 

 

任期 1 年 

会議 年２回 

委員数 22 名 

 医師 

一宮保健所稲沢支所長 

児相所長 

養護学校長 

民生委員 

各学校長 

特殊学級担任 

 

任期 1 年 

会議 年１回 

委員数 18 人 

 医師 

一宮保健所稲沢支所長 

児相所長 

養護学校長 

民生委員 

各学校長 

各教務主任 

特殊学級担任 

任期 

会議 年１回 

稲沢市の制度に統一する。 

集団宿泊活

動 

セミナーハウス活動 

 対象 中学１年生（７校） 

 場所 セミナーハウス（稲沢） 

 １泊２日 

 

キャンプ 

対象 中学２年生（１校） 

 場所 国立信州高遠少年自然の家 

２泊３日 

補助 キャンプ参加生徒補助    

１人当り 1,000 円 

準要保護世帯 全額補助 

 

自然教室推進事業  

 対象  中学１年生(１校) 

 場所 国立若狭湾少年自然の家 

 ２泊３日 

稲沢市の制度に統一する。 

 

野外教育活

動 

野外教育活動 

 対象 小学５年生（14 校） 

 経費 個人負担 

 場所 愛知県野外教育センター他

     ２泊３日 

自然教室推進事業 

 対象 小学５年生（６校） 

経費 町負担  

 場所 愛知県旭高原少年自然の家 

２泊３日 

野外教育活動 

 対象 小学５年生（３校） 

経費 個人負担 

場所 愛知県野外教育センター 

    ２泊３日 

新市において、野外活動

を実施する。 

実施方法については､各

学校に委ね､参加費につい

ては個人負担とする。 

英語指導助

手派遣業務 

 

中学校（７校） 

民間派遣委託 ４名 

 臨時職員   １名 

 

小学校（14 校） 

不定期に訪問 

※中学校の指導助手     

中学校（１校） 

 民間派遣委託 １名 

  

  

小学校（６校） 

不定期に訪問 

※中学校の指導助手 

中学校（１校） 

 民間派遣委託 １名 

 

   

小学校（３校） 

 民間派遣委託 １名 

平成 17 年度から事業を

統一する。 

※新市において､中学校

1 校につき 1 名配置する｡

小学校(23校)に全5名を配

置する｡ 

 



項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

         修学旅行児童補助  

・小学校（６校） 

  児童１人当たり2,000円補助 

・中学校（１校） 

  生徒１人当たり3,000円補助   

 合併時に廃止する。 

 

 演劇･音楽･映画等鑑賞補助  

 小学校  

鑑賞 全児童･保護者対象 

補助額 ６校分 800 千円 

中学校 

鑑賞 全生徒対象 

補助額 １校分 350 千円 

 合併時に廃止する。 

教育振興補

助事業 

 

  体験活動費（職場体験学習） 

対象 中学２年生（１校） 

補助額 100 千円   

合併時に廃止する。 

私立幼稚園

運営費補助 

補助対象 ３園 

 １園につき  300 千円 

園児１人につき １千円 

補助対象 １園 

 定額 1,500 千円 

 

補助対象 １園 

 定額 50 千円 

 

新市において事業を再
編の上実施する。 
※原則 １園/ 500 千円 
    園児１人/１千円 
※合併後５年間は不均一
の補助額とする。 

祖父江町においては、
1 園につき１年目 130 万
円､２年目 110 万円､３年
目 90 万円､４年目 70 万
円､５年目 50 万円とす
る。 
 平和町においては、1
園につき１年目 15 万円､
２年目25万円､３年目35
万円､４年目 45 万円､５
年目 50 万円とする。 
※園児１人当たりは 1 年
目から実施する。 

 
 



 

項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

幼稚園給食

費補助 

 補助額 １ヶ月 992 円上限 

対象 町内幼稚園児 

町外幼稚園就園児(祖父江町在住) 

 平成 17 年度から廃止す

る。 

私学振興補

助 

啓 成 高 校  1,000 千円 

愛知文教女子短大 1,000 千円 

  稲沢市の事業を継続す

る。 

私立高校授

業料補助 
市民税非課税又は均等割のみの世帯

年額 10,000 円 

上記以外の世帯 

年額  6,000 円 

補助額 

年額  10,000 円 

 ※所得制限なし 

  

補助額 

年額  10,000 円 

 ※所得制限なし 

平成 17 年度から稲沢市

の制度に統一する。 

 

学校給食 実施方法 

単独調理方式 

※小学校 14 校・中学校７校   

 

 

 

 

 

学校給食の運営  

 

調理員 

  小学校 48 名（正規 29 名） 

          （臨時 19 名） 

  中学校 24 名（正規 14 名） 

        ※内３名代替調理員 

        （臨時 10 名） 

実施方法 

共同調理場方式          

 

共同調理場 １施設  

建設年度 平成元年３月 

建物面積 1,503．94 ㎡  

給食能力 5,000 食 

※アレルギー食実施     

学校給食の運営  

事 務 １名（正規) 

 調理員 15 名（福祉課･正規 11 名) 

※ 内 10 名 調理師 

 

臨時職員 ２名(４時間) 

２名(６時間) 

実施方法 

共同調理場方式 

 

共同調理場  １施設 

建設年度  昭和 48 年 12 月 

建物面積  902.93 ㎡ 

給食能力  5,000 食 

 

学校給食の運営 

 事 務 ３名  正規 

 調理員 10 名 （正規 １名） 

         (福祉課３名) 

        （委託 ６名） 

 

学校給食の実施方法に

ついては、当面現行のとお

りとする。 

実施方法については今

後検討する。 

 

学校給食の

給食費 

 

小学校 230 円／食 

中学校 260 円／食   

経理方法  

学校で徴収し、学校単独経理 

学校給食の物資 

発注担当者 学校栄養職員 

発注先 給食会及び市内業者 

小学校 217 円／食 

中学校 253 円／食 

 経理方法 

  学校で徴収し、一般会計で処理 

学校給食の物資 

  発注担当者 学校栄養職員 

発注先 町登録業者より運営委員

会が選定した業者による見積入

札 

※学校給食費補助金 

児童生徒１食当たり 10 円     

小学校 215 円／食 

中学校 245 円／食   

 経理方法 

学校で徴収し、一般会計で処理 

学校給食の物資 

  発注担当者 学校栄養職員 

発注先 町登録業者より教育委員会

が選定した業者による見積入札  

当面の間､現行のとおり

とする｡ 

ただし、共同調理場（給

食センター）については、

給食費及び献立を合併時

に統一する。 

祖父江町の学校給食費

補助金は 17 年度から廃止

する。   

 



項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

学力検査 小学校 ＣＲＴ（国語、算数） 

実施学年 全学年 

※経費は市費にて支出 

中学校 ＣＲＴ（５教科） 

実施学年 全学年 

   ※経費は市費にて支出 

小学校 ＮＲＴ（国語、算数）   

実施学年 学校により異なる｡ 

※経費は町費にて実施 

中学校 ＮＲＴ（５教科） 

実施学年 全学年 

※経費は私費にて実施 

小学校 ＣＲＴ（国語、算数） 

実施学年 ２、５年 

※経費は町費にて実施 

中学校 未実施 

 

 

平成 17 年度から稲沢市

の実施方法に統一する。 

 

情報教育用

設備  

小学校（14 校） 
 コンピューター 
 既購入分  849 台 
 レンタル分 278台(H15年281台購入予定)

配 置 パソコン教室 児童用40台
                     教師用 １台

普通教室  ２台 
         図書室   ５台 

校長室   １台 
         職員室   ３～７台 
         保健室   １台 

※平成 14 年度 LAN 整備済 
中学校（7 校） 
 コンピューター 
 レンタル分 294 台（H17 年購入予定）
 配 置 パソコン教室 生徒用40台
                      教師用 １台

普通教室  ２台 
図書室   ５台 

         校長室   １台 
         職員室    ６～８台 
         保健室   １台 

※平成 14 年度 LAN 整備済 

小学校（６校） 
 コンピューター 
 
 レンタル分 246 台（H15.9.1 更新） 
配 置 パソコン教室 児童用40台 

教師用１台 
   
 
 
 
 
  ※平成 15 年度 LAN 整備済 
中学校（1 校） 
 コンピューター 
 レンタル分 41 台（H16 年更新予定） 
 配 置 パソコン教室 生徒用40台 

教師用１台 
 
   
 
 
 

※LAN 未整備 

小学校（１校） 
 コンピューター 
 
 レンタル分 65 台 
 配 置 パソコン教室 児童用20台

          教師用 １台
            特 殊 ２台
 
 
 
 

※LAN 未整備 
中学校（1 校） 
 コンピューター 
 レンタル分 41 台（H15 年８月契約切）
  配 置 パソコン教室 生徒用40台

教師用１台
 
 
 
 
 

※LAN 未整備 

新市において稲沢市と同等の整

備水準となるよう調整する。 

 

中学生海外

派遣事業 

未実施 

 

派遣先 

オーストラリアマンリー市 ９日間 

対 象 

中学３年生 10 名、引率教諭２名 

補 助 

生  徒 限度額 38 万円/１人 

引率教諭 全額補助 

派遣先 

オーストラリアメルボルン市 12日間 

対 象 

中学３年生 10 名、引率教諭２名  

補 助 

生 徒 ２分の１補助 限度額20万円

引率教諭 全額補助 

新市において事業を再編の上
実施する。 
※応募者（中学３年生）の中から
１校あたり４名を選抜 
引率教諭３名 
補助額は２分の１、限度額20万 
引率教諭は全額補助 
期間は10日 
派遣先は新市において検討する。 

（支度料無） 

 


